
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定
の
辞
退 

（　
　

同　
　

）　

　

一

〇
宮
城
県
認
証
食
品
認
証
基
準
の
策
定
（
二
件
） 

（
食
産
業
振
興
課
）　

　

一

〇
宮
城
県
認
証
食
品
認
証
基
準
の
改
正
（
二
件
） 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
飼
料
試
験
結
果
の
公
表 

（
畜　

産　

課
）　

　

四

〇
保
安
林
の
指
定
の
予
定
（
三
件
） 

（
森
林
整
備
課
）　

　

五

〇
道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
） 

（
道　

路　

課
）　

　

六

〇
宮
城
県
美
術
館
特
別
展
「
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ワ
イ
エ
ス
展
」
に
係
る
前
売
観

　

覧
料
の
徴
収
事
務
の
委
託 

（
教
育
庁
生
涯
学
習
課
）　

　

七

 
公

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
二
件
） 

（
建
築
宅
地
課
）　

　

七

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
告
示
の
一
部
改
正 

七

 
監
査
委
員

〇
定
期
監
査
等
の
結
果
の
公
表 

八

 
公
安
委
員
会

〇
宮
城
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

一
二

 
正

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
一
六
四
八
号
中 

一
二

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
一
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
障
害
者
支
援
施
設
が

次
の
と
お
り
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
二
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
漬
け
魚

介
藻
類
の
認
証
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

（1）　 平成23年３月４日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2237号　　 
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事

業

所

番

号

〇
四
一
〇
二
〇
〇
六
六
一

〇
四
一
五
四
〇
〇
四
九
八

〇
四
一
五
四
〇
〇
八
五
二

事
業
所
の
名
称
及
び
所

在
地

就
労
支
援
セ
ン
タ
ー
北

上
の
郷

石
巻
市
和
渕
字
小
金
袋

三
番
五
十
二－

十

ポ
ッ
ケ
の
森

仙
台
市
太
白
区
人
来
田

二
丁
目
二
番
一
号

訪
問
介
護
事
業
所　

結

（
ゆ
い
）

指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

就
労
移
行
支
援

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

設
置
者
名

株
式
会
社
北
上

の
郷

社
会
福
祉
法
人

ぽ
っ
け
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク

株
式
会
社
こ
う

け
ん

指
定
年
月
日

平
成
二
十
三
年

三
月
一
日

平
成
二
十
三
年

三
月
一
日

平
成
二
十
三
年

三
月
一
日

事

業

所

番

号

〇
四
一
五
四
〇
〇
四
九
八

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ポ
ッ
ケ
の
森

仙
台
市
太
白
区
人
来
田
二
丁
目
二
番
一
号

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

ぽ
っ
け
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク

辞
退
年
月
日

平
成
二
十
三
年

二
月
二
十
八
日

漬
け
魚
介
藻
類
の
認
証
基
準

　
（
適
用
の
範
囲
）



　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
三
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
漬
け
肉

類
の
認
証
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

第2237号　平成23年３月４日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）
第
１
　
こ
の
基
準
は
，
宮
城
県
内
で
製
造
さ
れ
た
漬
け
魚
介
藻
類
に
適
用
す
る
。

　
（
定
義
）

第
２
　
こ
の
基
準
に
お
い
て
，
漬
け
魚
介
藻
類
と
は
，
宮
城
県
内
に
水
揚
げ
さ
れ
た
魚
介
藻
類
を
み
そ
，
し
ょ
う
ゆ
，

酒
か
す
，
こ
う
じ
，
食
酢
，
植
物
油
等
に
漬
け
て
味
付
け
し
た
も
の
を
い
う
。

　
（
品
質
及
び
品
質
表
示
）

第
３
　
漬
け
魚
介
藻
類
の
品
質
及
び
品
質
表
示
の
基
準
は
，
加
工
食
品
品
質
表
示
基
準
（
平
成
12年

農
林
水
産
省
告
示

第
513号

）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

 　
（
製
造
管
理
）

第
４
　
食
品
衛
生
法
（
昭
和
22年

法
律
第
233号

）
そ
の
他
関
係
法
令
を
遵
守
し
，
適
切
な
製
造
管
理
を
行
う
こ
と
。

基
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
準

区
　
　
　
　
分

　
固
有
の
食
味
，
風
味
及
び
色
沢
が
良
好
で
あ
る
こ
と
。

品
位

品　　　　　　　　　　　　　質

　
宮
城
県
内
に
水
揚
げ
さ
れ
た
新
鮮
な
魚
介
藻
類
で
あ
る
こ
と
。

原
料
魚
介
藻
類

原　　　　　材　　　　　料

　
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
を
使
用
し
て
い
な
い
こ
と
。

１
　
み
そ

２
　
し
ょ
う
ゆ

３
　
酒
か
す

４
　
こ
う
じ

５
　
食
酢

６
　
植
物
油

７
　
酒
類

８
　
砂
糖

９
　
食
塩

10　
み
り
ん

11　
香
辛
料
 

12　
香
味
付
け
の
た
め
の
農
林
産
物

　
た
だ
し
，
１
か
ら
12に

つ
い
て
，
宮
城
県
内
産
地
名
を
合
わ
せ
て
表
示
す
る
場

合
は
，
宮
城
県
産
の
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
。

原
料
魚
介
藻
類

以
外
の
原
料

　
使
用
し
て
い
な
い
こ
と
。
た
だ
し
，
原
料
魚
介
藻
類
以
外
の
原
料
に
含
ま
れ
る

も
の
を
除
く
。

食
品
添
加
物

　
「
宮
城
県
産
」，「
宮
城
県
〇
〇
使
用
」
等
の
宮
城
県
産
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る

表
現
を
容
器
又
は
包
装
の
見
や
す
い
箇
所
に
記
載
し
て
い
る
こ
と
。

原
料
原
産
地
及
び

そ
の
表
示
方
法

表示

　
（
認
証
方
法
）

第
５
　
認
証
の
た
め
の
適
合
審
査
は
，
宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
17年

宮
城
県
告
示
第
900号

）
に
基
づ
き

行
う
。

漬
け
肉
類
の
認
証
基
準

　
（
適
用
の
範
囲
）

第
１
　
こ
の
基
準
は
，
宮
城
県
内
で
製
造
さ
れ
た
漬
け
肉
類
に
適
用
す
る
。

　
（
定
義
）

第
２
　
こ
の
基
準
に
お
い
て
，
漬
け
肉
類
と
は
，
肉
類
を
み
そ
，
し
ょ
う
ゆ
，
酒
か
す
，
こ
う
じ
，
食
酢
，
植
物
油
等

に
漬
け
て
味
付
け
し
た
も
の
を
い
う
。

　
（
品
質
及
び
品
質
表
示
）

第
３
　
漬
け
肉
類
の
品
質
及
び
品
質
表
示
の
基
準
は
，
加
工
食
品
品
質
表
示
基
準
（
平
成
12年

農
林
水
産
省
告
示
第
513

号
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

 
基
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
準

区
　
　
　
　
分

　
固
有
の
食
味
，
風
味
及
び
色
沢
が
良
好
で
あ
る
こ
と
。

品
位

品

　
原
料
原
産
地
が
宮
城
県
で
あ
る
牛
，
豚
，
鶏
等
の
肉
類
で
あ
る
こ
と
。

原
料
肉
類

　　　　　　原　　　　　 材

　
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
を
使
用
し
て
い
な
い
こ
と
。

１
　
み
そ

２
　
し
ょ
う
ゆ

３
　
酒
か
す

４
　
こ
う
じ

５
　
食
酢

６
　
植
物
油

７
　
酒
類

原
料
肉
類

以
外
の
原
料



　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
四
号

　

平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
五
百
十
五
号
（
生
め
ん
類
の
認
証
基
準
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
た
の
で
、
宮

城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

第
一
中
「及

び
中
華
め
ん

」
を
「，

中
華
め
ん
及
び
米
め
ん

」
に
改
め
る
。

　

第
二
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　　

第
三
の
一
の
表
中

をに
改
め
、
第
三
の
二
の
表
及
び
第
三
の
三
の
表
中

をに
改
め
、
第
三
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

４
米
め
ん
の
基
準

（3）　 平成23年３月４日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2237号　　 

　
（
製
造
管
理
）

第
４
　
食
品
衛
生
法
（
昭
和
22年

法
律
第
233号

）
そ
の
他
関
係
法
令
を
遵
守
し
，
適
切
な
製
造
管
理
を
行
う
こ
と
。

　
（
認
証
方
法
）

第
５
　
認
証
の
た
め
の
適
合
審
査
は
，
宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
17年

宮
城
県
告
示
第
900号

）
に
基
づ
き

行
う
。

８
　
砂
糖

９
　
食
塩

10　
み
り
ん

11　
香
辛
料
 

12　
香
味
付
け
の
た
め
の
農
林
産
物

　
た
だ
し
，
１
か
ら
12に

つ
い
て
，
宮
城
県
内
産
地
名
を
合
わ
せ
て
表
示
す
る
場

合
は
，
宮
城
県
産
の
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
。

　　　　　 料
質

　
使
用
し
て
い
な
い
こ
と
。
た
だ
し
，
原
料
肉
類
以
外
の
原
料
に
含
ま
れ
る
も
の

を
除
く
。

食
品
添
加
物

　
「
宮
城
県
産
」，「
宮
城
県
〇
〇
産
」
等
の
宮
城
県
産
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
表

現
を
容
器
又
は
包
装
の
見
や
す
い
箇
所
に
記
載
し
て
い
る
こ
と
。

原
料
原
産
地
及
び

そ
の
表
示
方
法

表示

　
米
粉
70％

以
上
，
で
ん
ぷ
ん
30％

以
下
の
割
合
で
混
合
し
た
も
の
を
主
た
る
原

料
と
し
，
こ
れ
に
水
を
加
え
て
練
り
合
わ
せ
た
後
に
製
め
ん
し
た
も
の
又
は
製
め

ん
し
た
後
に
加
工
し
た
も
の
を
い
う
。

米
め

ん

」

　
加
工
食
品
品
質
表
示
基
準
第
６
条
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
ま
た
，

生
め
ん
類
の
表
示
に
関
す
る
公
正
競
争
規
約
第
６
条
の
各
号
及
び
公
正
競
争
規

約
施
行
規
則
第
３
条
に
準
じ
る
。

表
示
禁
止
事
項

「

　
「
宮
城
県
産
」，「
宮
城
県
〇
〇
産
」
等
の
宮
城
県
産
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る

表
現
を
，
容
器
又
は
包
装
の
見
や
す
い
箇
所
に
記
載
し
て
い
る
こ
と
。

原
料
原
産
地
及
び

そ
の
表
示
方
法

表示

「

」

　
加
工
食
品
品
質
表
示
基
準
第
６
条
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
ま
た
，

生
め
ん
類
の
表
示
に
関
す
る
公
正
競
争
規
約
第
６
条
の
各
号
及
び
公
正
競
争
規

約
施
行
規
則
第
３
条
に
準
じ
る
。

表
示
禁
止
事
項

」
　
第
３
の
１
の
表
示
禁
止
事
項
の
基
準
に
同
じ
。

表
示
禁
止
事
項

「

　
第
３
の
１
の
原
料
原
産
地
及
び
そ
の
表
示
方
法
の
基
準
に
同
じ
。

原
料
原
産
地
及
び

そ
の
表
示
方
法

表示

「

」
　
第
３
の
１
の
表
示
禁
止
事
項
の
基
準
に
同
じ
。

表
示
禁
止
事
項

基
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
準

区
　
　
　
　
分

　
第
３
の
１
の
品
位
の
基
準
と
同
じ
。

品
位

品　　　　　　質

　
米
粉
は
，
宮
城
県
内
で
生
産
さ
れ
た
米
を
ひ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

原
料
米
粉

原　材　料

　
次
に
掲
げ
る
以
外
の
も
の
を
使
用
し
て
い
な
い
こ
と
 。

　
　
�
　
で
ん
粉

　
　
�
　
食
塩

　
　
�
　
県
内
産
の
農
林
水
産
物

原
料
米
粉
及
び

食
品
添
加
物
以

外
の
原
材
料



　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
五
百
十
五
号
（
生
め
ん
類
の
認
証
基
準
）
に

基
づ
き
認
証
を
受
け
て
い
る
生
め
ん
類
は
、
改
正
後
の
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
五
百
十
五
号
（
生
め
ん
類
の
認

証
基
準
）
に
基
づ
き
認
証
を
受
け
た
生
め
ん
類
と
み
な
す
。

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
五
号

　

平
成
二
十
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
四
十
九
号
（
乾
（
干
）
し
魚
介
藻
類
の
認
証
基
準
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

し
た
の
で
、
宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

第
二
中
「魚

介
藻
類
を

」
の
下
に
「素

干
し
，
塩
干
し
，
煮
干
し
，
焼
干
し
又
は
調
味
料
に
よ
り
味
付
け
後

」
を
加
え
る
。

　

第
三
の
表
品
質
の
項
中 

を

 

 

に
改
め
る
。　
　
　
　
　
　

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
平
成
二
十
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
四
十
九
号
（
乾
（
干
）
し
魚
介
藻
類
の

認
証
基
準
）
に
基
づ
き
認
証
を
受
け
て
い
る
乾
（
干
）
し
魚
介
藻
類
は
、
改
正
後
の
平
成
二
十
年
宮
城
県
告
示
第
二

百
四
十
九
号
（
乾
（
干
）
し
魚
介
藻
類
の
認
証
基
準
）
に
基
づ
き
認
証
を
受
け
た
乾
（
干
）
し
魚
介
藻
類
と
み
な
す
。

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
六
号

　

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
五
十
六
条
第
七

項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
三
年
一
月
に
収
去
し
た
飼
料
の
試
験
結
果
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

第2237号　平成23年３月４日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）

　
pH
 調
整
剤
，
酸
味
料
又
は
酒
精
以
外
の
も
の
を
使
用
し
て
い
な
い
こ
と
。

食
品
添
加
物

　
第
３
の
１
の
原
料
原
産
地
及
び
そ
の
表
示
方
法
の
基
準
に
同
じ
。

原
料
原
産
地
及
び

そ
の
表
示
方
法

表　　示
　
第
３
の
１
の
表
示
禁
止
事
項
の
基
準
と
同
じ
。

表
示
禁
止
事
項

食
塩
以
外
の
も
の
を
使
用
し
て
い
な
い
こ
と
。

「

」
使
用
し
て
い
な
い
こ
と
。

　
次
に
揚
げ
る
調
味
料
及
び
農
産
物
以
外
の
も
の
を
使
用
し
て
い
な
い
こ
と
。

１
　
食
塩

２
　
し
ょ
う
ゆ

３
　
魚
し
ょ
う

４
　
み
り
ん

５
　
酒
類

６
　
砂
糖

７
　
ご
ま

「

」

　
使
用
し
て
い
な
い
こ
と
。 
た
だ
し
，
原
料
魚
介
藻
類
以
外
に
含
ま
れ
る
も
の

を
除
く
。

安
全
性
に
関
す
る
検
査

平
成
23年
１
月
収
去

違
反
の
有
無
及
び
違
反
の
内
容

試
　
　
験
　
　
項
　
　
目

製
　
造

（
輸
入
）

年
　
月

飼
料
又
は
飼
料
添
加
物
の
名
称

飼
料
又
は
飼
料
添
加
物

の
区
分

収
去
場
所

製
造
事
業
場
等
の
名
称

及
び
所
在
地

無
重
　
金
　
属
－
鉛
，
水
銀
，
カ
ド
ミ
ウ
ム

H
22.10

イ
ナ
ホ
・
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ
ー
ル

65
魚
粉

同
左

石
巻
魚
糧
工
業
株
式
会

社石
巻
市



〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
七
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。　
　
　

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　

登
米
市
津
山
町
柳
津
字
黄
牛
深
畑
一
四
〇
、
一
五
七
の
四
、
一
五
七
の
五
、
一
五
七
の
八
か
ら
一
五
七
の
一
〇
ま

で
、
一
五
七
の
一
二
、
一
五
七
の
一
三
、
一
五
七
の
一
八
か
ら
一
五
七
の
二
〇
ま
で
、
一
六
〇
の
六
八
、
一
六
〇
の

七
一
、
一
六
〇
の
七
二
、
一
六
〇
の
七
四
、
字
黄
牛
宇
名
二
一
五
、
二
二
七
、
二
四
三

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
か
ん
養

三　

指
定
施
業
要
件

（5）　 平成23年３月４日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2237号　　 

無
重
　
金
　
属
－
鉛
，
水
銀
，
カ
ド
ミ
ウ
ム

H
22.11

イ
ナ
ホ
・
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ
ー
ル

63
魚
粉

同
左

栄
養
成
分
に
関
す
る
検
査

平
成
23年

１
月
収
去

違
反
の
内
容

試
験

結
果

の
概

要
製
　
造

（
輸
入
）

年
　
月

飼
料
の
名
称

収
去
場
所

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

そ
の
他

の
検
査

Ｍ
　
Ｅ

kcal/
　
　
㎏

Ｔ
Ｄ
Ｎ

　
　
％

ペ
プ
シ

ン
消
化

率
　
％

水
溶
性

窒
素
　
　
％

揮
発
性

塩
基
性

窒
素
％

粗
灰
分

　
　
％

粗
繊
維

　
　
％

り
　
ん

　
　
％

カ
ル
シ

ウ
ム
　
　
％

粗
脂
肪

　
　
％

粗
た
ん

白
質
　
　
％

無
－

－
－

－
－

－
12.9

3.1
0.71

3.70
4.7

17.7
H
23.1

IT
O
C
H
U
 Y
B
18

同
左

伊
藤
忠
飼
料
株
式
会
社

石
巻
工
場

石
巻
市

無
－

－
－

－
－

－
9.9

1.0
1.48

1.95
15.9

39.9
H
23.1

ニ
ッ
ス
イ
配
合
飼
料
ギ

ン
ギ
ン
育
成
用
Ｅ
Ｐ
８

号

同
左

日
本
水
産
株
式
会
社
女

川
油
飼
工
場

女
川
町

無
－

－
－

－
－

－
8.1

0.9
1.14

1.62
22.0

35.7
H
23.1

メ
ル
シ
ャ
ン
印
ギ
ン
ザ

ケ
ソ
フ
ト
Ｅ
Ｐ
９
Ｐ

同
左

み
や
ぎ
海
洋
飼
料
株
式

会
社
石
巻
市

無
－

－
－

－
－

－
8.1

0.9
1.17

1.62
25.5

35.1
H
23.1

メ
ル
シ
ャ
ン
印
　

B
eerR

ich シ
ル
バ
ー

９
Ｐ

同
左

無
－

－
－

－
－

－
15.4

－
－

－
－

66.0
H
22.10

イ
ナ
ホ
・
フ
ィ
ッ
シ
ュ

ミ
ー
ル
65

同
左

石
巻
魚
糧
工
業
株
式
会

社石
巻
市

無
－

－
－

－
－

－
18.1

－
－

－
－

65.7
H
22.11

イ
ナ
ホ
・
フ
ィ
ッ
シ
ュ

ミ
ー
ル
63

同
左

（
注
）
　
飼
料
が
，
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
第
27条

第
１
項
，
第
29条

第
２
項
又
は
第
30条

第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
規
格
適
合
表
示
飼
料
で
あ
る
場
合
に
は
，
飼
料
の
名
称
の
前
に
「
〇 規 
」

を
付
け
て
い
る
。



　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
も
の
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
登
米
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
八
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。　
　
　

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　

栗
原
市
栗
駒
沼
倉
耕
英
南
六
〇
の
一
か
ら
六
〇
の
三
ま
で
・
六
一
（
以
上
四
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。）、
六
二
、
六
三
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　

沼
倉
耕
英
南
六
〇
の
一
か
ら
六
〇
の
三
ま
で
、
六
一
、
六
二
・
六
三
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。）

�
　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
も
の
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
栗
原
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
九
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　

亘
理
郡
山
元
町
�
瀬
字
南
山
神
一
の
一
五
、
一
の
一
七
か
ら
一
の
二
九
ま
で
、
一
の
三
一
か
ら
一
の
三
八
ま
で
、

一
の
四
七
、
一
の
七
八
、
一
の
八
〇
か
ら
一
の
一
〇
九
ま
で
、
一
の
一
七
六
か
ら
一
の
一
八
三
ま
で
、
真
庭
字
上
新

田
二
か
ら
五
ま
で
、
一
〇
か
ら
一
六
ま
で
、
一
九
、
二
〇
、
二
一
の
一
、
二
一
の
二
、
二
四
か
ら
二
六
ま
で
、
三
九
、

字
新
田
三
七
の
三

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
�
　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

�
瀬
字
南
山
神
一
の
四
七
・
一
の
一
八
三
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

�
　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
も
の
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
山
元
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
七
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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〇
宮
城
県
告
示
第
百
七
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大
河

原
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
百
七
十
二
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
美
術
館

特
別
展
「
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ワ
イ
エ
ス
展
」
に
係
る
前
売
観
覧
料
の
徴
収
事
務
を
平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日
次
の

と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

仙
台
市
青
葉
区
五
橋
一
丁
目
二
番
二
十
八
号

　
　

株
式
会
社
河
北
新
報
社

　
　

仙
台
市
太
白
区
八
木
山
香
澄
町
二
十
六
番
一
号

　
　

東
北
放
送
株
式
会
社

二　

委
託
期
間

　
　

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
四
月
一
日
ま
で

 
公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
二
十
号

　

平
成
七
年
宮
選
管
告
示
第
八
号
（
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
告
示
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
四
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

　

大
針
生
活
改
善
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
大
針
生
活
改
善
セ
ン
タ
ー
」
を
「
大
針
集
会
所
」
に
、
下
倉
生
活
改
善
セ
ン

タ
ー
の
項
中
「
下
倉
生
活
改
善
セ
ン
タ
ー
」
を
「
下
倉
集
会
所
」
に
、
二
岩
生
活
改
善
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
二
岩
生
活

改
善
セ
ン
タ
ー
」
を
「
二
岩
町
内
会
集
会
所
」
に
、
青
野
木
生
活
改
善
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
青
野
木
生
活
改
善
セ
ン

タ
ー
」
を
「
青
野
木
生
活
セ
ン
タ
ー
」
に
、
白
木
生
活
改
善
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
白
木
生
活
改
善
セ
ン
タ
ー
」
を
「
白

木
集
会
所
」
に
、
福
岡
上
野
原
生
活
改
善
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
福
岡
上
野
原
生
活
改
善
セ
ン
タ
ー
」
を
「
上
ノ
原
集
会
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道

路

の

種

類

県

道

路

線

名

釜
谷
大
須
雄

勝
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

石
巻
市
雄
勝
町
立
浜
字
寺
下
一
〇
番
一
地
先
か
ら

同
市
同
町
大
浜
字
袖
浜
四
六
番
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
三
年
三
月
四
日

道

路

の

種

類

県

道

路

線

名

川
前
白
石
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

白
石
市
大
鷹
沢
三
沢
字
三
沢
沖
五
三
番
地
先
か
ら

同
市
大
鷹
沢
三
沢
字
坂
端
四
番
一
三
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
三
年

三
月
十
七
日

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

多
賀
城
市
山
王
字
山
王
二
区
百
三
十
一
番
三
、
百
十
三

番
二
の
一
部
及
び
百
二
十
九
番
二
の
一
部
並
び
に
百
三
十

一
番
三
地
先
の
道
の
一
部
及
び
百
三
十
一
番
三
地
先
の
水

の
一
部

　

多
賀
城
市
山
王
字
掃
下
し
二
十
九
番
地　
　
　
　
　
　

 

熊
谷　

正
男　
　
　
　
　
　
　
　

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

岩
沼
市
押
分
字
与
奈
三
十
番
十
一
及
び
三
十
番
十
二

　

岩
沼
市
早
股
字
五
福
田
二
十
番

 

社
会
福
祉
法
人
し
お
か
ぜ
福
祉
会



場
」
に
改
め
る
。

 
監
査
委
員
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〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
16号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
199条

第
１
項
，
第
２
項
及
び
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
22年

９
月

か
ら
12月

ま
で
に
実
施
し
た
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
に
係
る
定
期
監
査
等
の
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
平
成
23年

３
月
４
日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
内
　
　
海
　
　
　
　
　
太
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
佐
　々
　木
　
　
敏
　
　
克
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
遊
　
　
佐
　
　
勘
左
衛
門
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
工
　
　
藤
　
　
鏡
　
　
子
　
　
　

１
　
監
査
実
施
機
関
及
び
監
査
実
施
年
月
日

監
査
実
施
機
関
 

監
査
実
施
日
　
　
　

　
〇
総
務
部

　
地
方
機
関

　
　
公
務
研
修
所
 

12月
13日

　
　
公
文
書
館
 

12月
３
日

　
　
大
河
原
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
大
河
原
地
方
支
局
を
含
む
） 

12月
24日

　
　
仙
台
南
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
仙
台
南
地
方
支
局
を
含
む
） 

10月
20日

　
　
仙
台
中
央
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
仙
台
中
央
地
方
支
局
を
含
む
） 

10月
26日

　
　
仙
台
北
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
仙
台
北
地
方
支
局
を
含
む
） 

10月
26日

　
　
塩
釜
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
塩
釜
地
方
支
局
を
含
む
） 

10月
20日

　
　
北
部
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
北
部
地
方
支
局
を
含
む
） 

11月
10日

　
　
北
部
県
税
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
 

11月
10日

　
　
気
仙
沼
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
気
仙
沼
地
方
支
局
を
含
む
） 

10月
28日

　
〇
企
画
部

　
地
方
機
関

　
　
東
京
事
務
所
 

11月
11日

　
〇
保
健
福
祉
部

　
地
方
機
関

　
　
仙
台
保
健
福
祉
事
務
所
 

11月
18日

　
　
子
ど
も
総
合
セ
ン
タ
ー
 

12月
13日

　
　
中
央
児
童
相
談
所
 

12月
13日

　
　
北
部
児
童
相
談
所
 

11月
10日

　
　
東
部
児
童
相
談
所
 

12月
８
日

　
　
さ
わ
ら
び
学
園
 

10月
７
日

　
　
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
 

10月
８
日

　
〇
経
済
商
工
観
光
部

　
地
方
機
関

　
　
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所
 

11月
17日

　
　
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
 

10月
27日

　
　
北
部
地
方
振
興
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
 

12月
17日

　
〇
農
林
水
産
部

　
地
方
機
関

　
　
農
業
・
園
芸
総
合
研
究
所
（
農
業
大
学
校
を
含
む
） 

11月
９
日

　
　
古
川
農
業
試
験
場
（
農
業
大
学
校
水
田
経
営
学
部
を
含
む
） 

10月
22日

　
　
畜
産
試
験
場
（
農
業
大
学
校
畜
産
学
部
を
含
む
） 

10月
22日

　
　
水
産
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
 

10月
６
日

　
〇
土
木
部

　
地
方
機
関

　
　
大
河
原
土
木
事
務
所
 

12月
24日

　
　
仙
台
土
木
事
務
所
 

10月
27日

　
　
北
部
土
木
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
 

12月
17日

　
　
気
仙
沼
土
木
事
務
所
 

10月
29日

　
　
仙
台
塩
釜
港
湾
事
務
所
 

11月
９
日

　
　
石
巻
港
湾
事
務
所
 

12月
27日

　
　
中
南
部
下
水
道
事
務
所
 

10月
７
日

　
　
東
部
下
水
道
事
務
所
 

10月
７
日

　
　
仙
台
港
背
後
地
土
地
区
画
整
理
事
務
所
 

11月
30日

　
〇
警
察
本
部

　
地
方
機
関

　
　
仙
台
中
央
警
察
署
 

11月
18日
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仙
台
南
警
察
署
 

11月
17日

　
　
仙
台
東
警
察
署
 

12月
22日

　
　
塩
釜
警
察
署
 

12月
９
日

　
　
大
和
警
察
署
 

12月
15日

　
　
気
仙
沼
警
察
署
 

10月
28日

　
　
佐
沼
警
察
署
 

12月
24日

　
　
登
米
警
察
署
 

11月
９
日

　
　
南
三
陸
警
察
署
 

10月
25日

　
　
遠
田
警
察
署
 

11月
９
日

　
　
若
柳
警
察
署
 

10月
21日

　
　
築
館
警
察
署
 

12月
９
日

　
　
鳴
子
警
察
署
 

12月
24日

　
　
加
美
警
察
署
 

11月
29日

　
　
白
石
警
察
署
 

12月
15日

　
　
亘
理
警
察
署
 

12月
22日

　
〇
教
育
庁

　
地
方
機
関

　
　
北
部
教
育
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
 

11月
29日

　
　
東
部
教
育
事
務
所
 

12月
22日

　
　
南
三
陸
教
育
事
務
所
 

12月
10日

　
　
志
津
川
自
然
の
家
 

12月
20日

　
　
田
尻
高
等
学
校
 

11月
16日

　
　
田
尻
さ
く
ら
高
等
学
校
 

11月
16日

　
　
登
米
高
等
学
校
 

12月
22日

　
　
泉
高
等
学
校
 

12月
20日

　
　
仙
台
向
山
高
等
学
校
 

10月
14日

　
　
仙
台
西
高
等
学
校
 

12月
15日

　
　
泉
館
山
高
等
学
校
 

12月
20日

　
　
宮
城
広
瀬
高
等
学
校
 

10月
20日

　
　
東
松
島
高
等
学
校
 

11月
30日

　
　
古
川
工
業
高
等
学
校
 

11月
16日

　
　
鶯
沢
工
業
高
等
学
校
 

10月
21日

　
　
聴
覚
支
援
学
校
 

11月
２
日

　
　
光
明
支
援
学
校
 

10月
25日

　
　
拓
桃
支
援
学
校
 

11月
12日

　
　
気
仙
沼
支
援
学
校
 

９
月
15日

２
　
監
査
結
果

　
平
成
21年

度
及
び
平
成
22年

度
の
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
の
事
実
が
地
方
自
治
法
第
２
条
第
14項

及
び
第

15項
の
規
定
の
趣
旨
に
沿
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
，
特
に
意
を
用
い
て
行
い
ま
し
た
。

　
そ
の
結
果
，
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
下
記
の
と
お
り
で
あ
り
，
そ
の
他
の
軽
易
な
事
項
に
つ
い
て
は
関
係
機
関

に
注
意
を
し
ま
し
た
。

　
な
お
，
宮
城
県
警
察
の
監
査
に
つ
い
て
は
，
犯
罪
捜
査
報
償
費
の
執
行
状
況
を
重
点
と
し
て
実
施
し
ま
し
た
。

　
�
　
大
河
原
県
税
事
務
所

　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
み
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
さ
ら
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

180,003,959円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

382,157,987円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

562,161,946円

　
　
　
・
Ｈ
20年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

175,837,956円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

371,919,421円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

547,757,377円

　
�
　
仙
台
南
県
税
事
務
所

　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
み
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
さ
ら
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

222,021,225円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

493,291,129円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

715,312,354円
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・
Ｈ
20年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

236,171,708円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

537,889,853円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

774,061,561円

　
�
　
仙
台
中
央
県
税
事
務
所

　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
み
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
さ
ら
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
 
1,443,138,710円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
2,267,194,210円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
3,710,332,920円

　
　
　
・
Ｈ
20年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
 
1,338,696,961円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
1,764,388,481円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
3,103,085,442円

　
�
　
仙
台
北
県
税
事
務
所

　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
み
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
さ
ら
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

216,319,421円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

706,359,440円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

922,678,861円

　
　
　
・
Ｈ
20年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

438,057,943円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

646,054,943円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
1,084,112,886円

　
�
　
塩
釜
県
税
事
務
所

　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
み
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
さ
ら
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

235,752,228円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

395,315,813円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

631,068,041円

　
　
　
・
Ｈ
20年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

234,858,707円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

359,467,945円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

594,326,652円

　
�
　
北
部
県
税
事
務
所

　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
み
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
さ
ら
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

195,364,471円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

458,334,636円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

653,699,107円

　
　
　
・
Ｈ
20年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

244,585,045円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

425,391,283円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

669,976,328円

　
�
　
北
部
県
税
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所

　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
み
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
さ
ら
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

101,138,971円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

118,292,624円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

219,431,595円

　
　
　
・
Ｈ
20年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

49,110,530円
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過
年
度
分
 

102,858,581円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

151,969,111円

　
�
　
気
仙
沼
県
税
事
務
所

　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
み
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
さ
ら
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

107,571,916円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

184,463,193円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

292,035,109円

　
　
　
・
Ｈ
20年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

97,824,093円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

165,872,646円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

263,696,739円

　
�
　
仙
台
保
健
福
祉
事
務
所

　
生
活
保
護
扶
助
費
返
還
金
，
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金
，
過
誤
払
返
納
金
，
過
年
度
過
払
金
等
返
還

金
及
び
未
熟
費
養
育
費
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
〇
生
活
保
護
扶
助
費
返
還
金

　
　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 
11,154,725円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

7,517,438円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
18,672,163円

　
　
　
　
・
Ｈ
20年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

1,602,450円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

6,532,540円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

8,134,990円

　
　
　
〇
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金

　
　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

5,973,577円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
29,420,576円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
35,394,153円

　
　
　
　
・
Ｈ
20年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

4,894,998円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
25,331,937円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
30,226,935円

　
　
　
〇
過
誤
払
返
納
金

　
　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

0円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

616,058円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

616,058円

　
　
　
　
・
Ｈ
20年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

105,760円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

547,298円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

653,058円

　
　
　
〇
過
年
度
過
払
金
等
返
還
金

　
　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

225,000円

　
　
　
〇
未
熟
児
養
育
費

　
　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

312,477円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

284,704円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

597,181円

　
　
　
　
・
Ｈ
20年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

55,388円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

284,704円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

340,092円

　
�
　
登
米
高
等
学
校

　
学
校
徴
収
金
等
に
お
い
て
，
職
員
が
不
適
正
な
会
計
処
理
を
繰
り
返
し
，
私
的
に
流
用
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ

た
の
で
，
再
発
防
止
に
向
け
て
速
や
か
に
事
務
の
改
善
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
職
員
に
よ
る
私
的
流
用
金
額
 
808,384円



公
安
委
員
会

 
正

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
一
六
四
八
号
（
平
成
十
七
年
四
月
八
日
付
け
）
中
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・
私
的
流
用
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
期
間
　
平
成
22年

６
月
か
ら

 
平
成
22年

９
月
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号

　
宮
城
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
平
成
23年

３
月
４
日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
畠
山
　
英
子
　
　

　
　
　
宮
城
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
宮
城
県
警
察
組
織
規
則
（
昭
和
37年

宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
17条

第
１
項
の
表
中

　
第
17条

の
２
第
２
項
の
表
中

３
項
中
「
課
長
補
佐
」
を
「
課
長
、
次
長
、
課
長
補
佐
」
に
改
め
る
。

を

」

　
捜
査
第
一
課
長
の
命
を
受
け
、
死
体
の

検
視
、
検
証
等
の
事
務
を
掌
理
し
、
捜
査

第
一
課
長
を
補
佐
す
る
。
た
だ
し
、
刑
事

部
長
か
ら
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
は
、
そ

の
事
務
を
掌
理
し
、
刑
事
部
長
を
補
佐
す

る
。

刑
事
調
査
官

捜
査
第
一
課

「

に
改
め
る
。

」

　
捜
査
第
一
課
長
の
命
を
受
け
、
死
体
の

検
視
、
検
証
等
の
事
務
を
掌
理
し
、
捜
査

第
一
課
長
を
補
佐
す
る
。
た
だ
し
、
刑
事

部
長
か
ら
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
は
、
そ

の
事
務
を
掌
理
し
、
刑
事
部
長
を
補
佐
す

る
。

総
括
検
視
官

捜
査
第
一
課

「

を
」

警
部

　
課
長
の
命
を
受
け
、
課
の
事
務
を
整
理
し
、
課
長

を
補
佐
す
る
。

課
長
補
佐

課
「

に
改
め
、
同
条
第

警
部

　
課
長
の
命
を
受
け
、
課
の
事
務
を
分
掌
し
、
課
長

を
補
佐
す
る
ほ
か
、
課
長
が
不
在
又
は
事
故
あ
る
と

き
は
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

次
長

課

「

」

　
課
長
の
命
を
受
け
、
課
の
事
務
を
整
理
し
、
課
長

を
補
佐
す
る
。

課
長
補
佐

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
中
第
17条

の
２
第
２
項
の
改
正
規
定
は
平
成
23年

３
月
15日

か
ら
、第
17条

第
１
項
の
改
正
規
定
は
平
成

23年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

ペ
ー
ジ

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
一

一
一

段上上下下上上

行
後
ろ
か

ら
七　
　後

ろ
か

ら
三　
　後

ろ
か

ら
十
二

後
ろ
か

ら
六　
　

二六

正

小
麦
を

し
て
い
な
い

し
て
い
な
い

小
麦
を

し
て
い
な
い

遵
守

　
　
　
　
　
　
　

誤

小
麦
粉
を

し
て
な
い

し
て
な
い

小
麦
粉
を

し
て
な
い

順
守


